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令和８年４月１日 

 

 

 

人 事 院 事 務 総 長 

 

「人事院規則１０―１０（セクシュアル・ハラスメントの防止等）

の運用について」の一部改正について（通知） 

 

「人事院規則１０―１０（セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用につ

いて（平成１０年１１月１３日職職―４４２）」の一部を下記のとおり改正した

ので、令和８年４月１日以降は、これによってください。 

 

記 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改   正   後 改   正   前 
  

第２条関係 

１・２ （略） 

３ この条の第１号の「性的な言

動」とは、性的な関心や欲求に

基づく言動をいい、性別により

役割を分担すべきとする意識又

は性的指向若しくはジェンダー

第２条関係 

１・２ （略） 

３ この条の第１号の「性的な言

動」とは、性的な関心や欲求に

基づく言動をいい、性別により

役割を分担すべきとする意識又

は性的指向若しくは性自認に関



アイデンティティに関する偏見

に基づく言動も含まれる。 

４～６ （略） 

する偏見に基づく言動も含まれ

る。 

４～６ （略） 

第７条関係 

１ （略） 

２ この条の第２項の「研修」の

内容には、性的指向及びジェン

ダーアイデンティティに関する

ものを含めるものとする。 

３・４ （略） 

第７条関係 

１ （略） 

２ この条の第２項の「研修」の

内容には、性的指向及び性自認

に関するものを含めるものとす

る。 

３・４ （略） 

別紙第１ 

セクシュアル・ハラス

メントをなくするため

に職員が認識すべき事

項についての指針 

第１ セクシュアル・ハラスメント

をしないようにするために職員

が認識すべき事項 

１ （略） 

２ 基本的な心構え 

別紙第１ 

セクシュアル・ハラス

メントをなくするため

に職員が認識すべき事

項についての指針 

第１ セクシュアル・ハラスメント

をしないようにするために職員

が認識すべき事項 

１ （略） 

２ 基本的な心構え 

職員は、セクシュアル・ハラ

スメントに関する次の事項につ

いて十分認識しなければならな

い。 

一～四 （略） 

職員は、セクシュアル・ハラ

スメントに関する次の事項につ

いて十分認識しなければならな

い。 

一～四 （略） 

五 職員間のセクシュアル・ハ 五 職員間のセクシュアル・ハ



ラスメントにだけ注意するの

では不十分であること。 

行政サービスの相手方、国

家公務員志望者など職員がそ

の職務に従事する際に接する

こととなる職員以外の者及び

委託契約又は派遣契約により

同じ職場で勤務する者との関

係にも注意しなければならな

い。 

ラスメントにだけ注意するの

では不十分であること。 

行政サービスの相手方など

職員がその職務に従事する際

に接することとなる職員以外

の者及び委託契約又は派遣契

約により同じ職場で勤務する

者との関係にも注意しなけれ

ばならない。 

３ セクシュアル・ハラスメント

になり得る言動 

セクシュアル・ハラスメント

になり得る言動として、例え

ば、次のようなものがある。 

一 職場内外で起きやすいもの 

⑴ 性的な内容の発言関係 

ア （略） 

イ 性別により差別しよう

とする意識等に基づくも

の 

①・② （略） 

③ 性的指向やジェン

ダーアイデンティティ

をからかいやいじめの

対象としたり、性的指

３ セクシュアル・ハラスメント

になり得る言動 

セクシュアル・ハラスメント

になり得る言動として、例え

ば、次のようなものがある。 

一 職場内外で起きやすいもの 

⑴ 性的な内容の発言関係 

ア （略） 

イ 性別により差別しよう

とする意識等に基づくも

の 

①・② （略） 

③ 性的指向や性自認を

からかいやいじめの対

象としたり、性的指向

や性自認を本人の承諾



向やジェンダーアイデ

ンティティを本人の承

諾なしに第三者に漏ら

したりすること。 

⑵ （略） 

二 （略） 

なしに第三者に漏らし

たりすること。 

 

 

⑵ （略） 

二 （略） 

４ （略） ４ （略） 
  

 

以   上 


